
   栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、狭あいな道路の拡幅を推進し、地域の良好な居住環境の確保及び防災機能の

強化による安全・安心のまちづくりの実現を図るため、生活道路拡幅用地の寄附手続及び補助金

の交付等に関し、栗東市補助金交付規則（昭和６３年栗東町規則第１１号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「生活道路拡幅用地寄附」とは、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第１項の規定により市長が路線を認定した道路（以下「市道」という。）の寄附のうち次に

掲げるものをいう。ただし、栗東市開発事業に関する指導要綱第８条の規定に基づき、拡幅整備

をしなければならない場合を除く。 

 （１） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の規定に基づき、敷地後退（既に

建築等で後退している場合を含む。）をされる道路拡幅用地の寄附 

 （２） 建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づき、特定行政庁の許可を受け、敷地後退（既

に建築等で後退している場合を含む。）をされる道路拡幅用地の寄附 

 （３） 地域のまちづくり計画や協定等に基づき、敷地後退される道路拡幅用地の寄附 

 （４） 前３号に掲げる寄附と同時に敷地後退される隅切り用地の寄附又は双方の道路幅員が４メー

トル以上あり道路後退はされないものの、隅切りが現に確保されていない場合において市長が

必要と認める隅切り用地の寄附 

 （申請者） 

第３条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、道路拡

幅用地の土地所有者又は土地所有者の委任を受けた建築等の事業主でなければならない。 

 （事前協議） 

第４条 申請者は、生活道路拡幅用地の確定に際し、あらかじめ、栗東市生活道路用地寄附事前協

議申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添え市長に提出し、協議しなければならない。 

 （１） 位置図 

 （２） 公図の写し（分筆前のものに限る。） 

 （３） 登記全部事項証明書の写し 

 （４） 計画平面図及び横断図 

 （５） 現況写真 



 （６） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書が提出され、協議が整った場合には、申請者に対して、栗東市生活道路

用地寄附事前協議回答書（別記様式第２号）を交付するものとする。 

 （支障工作物の移転処理等） 

第５条 申請者は、寄附予定地内に樹木、生垣、門柱、ブロック塀、量水器、公共汚水桝その他支

障工作物がある場合は、それらを移設し、又は撤去しなければならない。 

２ 申請者は、寄附予定地内に電柱及びその支線が存する場合は、各管理者と協議を行い、それら

を移設するものとする。この場合において、やむを得ず民地から道路用地へ移設する場合は、市

道管理者と事前に協議しなければならない。ただし、道路用地内における移設が必要な場合は、

市長が道路整備時に各管理者と協議するものとする。 

３ 申請者は、寄附予定地に抵当権、地上権、借地権その他所有権以外の権利が設定されている場

合は、次条の規定に基づく寄附手続を行うまでに当該権利を抹消しなければならない。 

 （寄附手続等） 

第６条 土地所有者は、前条の規定により申請者が支障工作物の移転処理等を行った後、次に掲げ

る書類を市長に提出するものとする。 

 （１） 寄附申出書（別記様式第３号） 

 （２） 登記原因証明情報兼登記承諾書（別記様式第４号）、寄附証書（別記様式第５号）及び印鑑証

明書 

 （３） 地積測量図又は寄附用地境界確定図（境界杭が確認できるものに限る。） 

 （４） 登記全部事項証明書（分筆後のもので所有権以外の権利設定がないことがわかるものに限

る。） 

 （５） 公図の写し（分筆後のものに限る。） 

 （６） 支障工作物を移設撤去する前後の写真 

 （７） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の寄附申出書等が提出された場合は、前条の規定に基づく支障工作物の移転処理

その他協議事項の履行がなされていることを確認し、所有権移転登記を嘱託するものとする。 

３ 寄附により当該土地の所有権移転登記が完了した年までの固定資産税及び都市計画税は、従前

の所有者の責任において完納するものとする。 

 （道路整備） 

第７条 市長は、前条第２項の規定に基づく所有権移転登記を行った後、予算の範囲内において速



やかに、舗装等の整備を行うものとする。 

 （補助金の対象及び額等） 

第８条 市長は、生活道路拡幅用地寄附に該当する寄附があった場合は、生活道路拡幅整備事業補

助金（以下「補助金」という。）を交付することができる。ただし、市税を滞納している申請者に

対しては、補助金を交付しない。 

２ 補助金は、予算の範囲内において交付し、土地分筆のための測量費用、境界（筆界）確定書作

成に要する費用及び分筆登記に要する費用の合計額（以下「補助対象経費」という。）に４分の３

を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。ただ

し、当該額が３３万円を超える場合は、３３万円とする。 

３ 市長は、生活道路拡幅用地寄附に隅切り用地（双方の道路が１２０度未満で交わる角敷地で、

道路と敷地の境界線となる２辺がそれぞれ２メートル（６０度未満で交わる角敷地の場合は、隅

切り長が３メートル）以上となる部分の土地をいう。）の寄附が含まれる場合は、前項の規定によ

り算出される額に次項の規定により算出される額を加算して交付することができるものとする。

ただし、隅切り用地のみを寄附される場合は、この限りでない。 

４ 前項の規定により加算する額は、補助金の交付申請があった日の属する年度に適用される双方

の道路の地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）第１５条の６の４第１号に規定する

路線価のうちいずれか高い額（路線価が定められていない地域にあっては、同条第２号に規定す

る単位地積当たりの価格）に隅切り用地の面積を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、当該額が１０万円を超える場合は、１０万円

とする。 

 （補助金の交付手続） 

第９条 申請者は、補助金の交付を受けようとする場合は、栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交

付申請書（別記様式第６号）に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。 

 （１） 委任状（申請者が土地所有者の委任を受けた建築等の事業主である場合又は土地所有者が複

数で代表者等が申請される場合に限る。）（別記様式第７号） 

 （２） 測量費、境界（筆界）確定書類作成費及び分筆登記費の見積書の写し（明細がわかるものに

限る。） 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る事項を審査し、補助金の交付の可否

及びその額を決定し、栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付決定通知書（別記様式第８号）に



より申請者に通知するものとする。 

３ 申請者は、前項の規定による通知を受領した後、補助対象経費等に変更が生じたときは、補助

金交付変更申請書を市長に提出しなければならない。 

４ 申請者は、分筆登記及び第６条第１項の規定に基づく寄附申出書の提出を行った後、第１号及

び第２号に掲げる書類の原本を提示するとともに、栗東市生活道路拡幅整備推進補助金実績報告

書（別記様式第９号）に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。 

 （１） 補助対象経費の請求書の写し 

 （２） 支払領収書等（支払をされたことがわかるもの）の写し 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

５ 市長は、前項の規定による報告を受けた後、規則に基づき補助金の額を確定し、申請者に通知

するものとする。 

６ 前項の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市生活

道路拡幅整備推進補助金交付請求書（別記様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

７ 市長は、前項の請求書を受理したときは、所有権移転登記完了後、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

 （補助金の交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補

助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。 

   附 則 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月１３日告示第１０１３号） 

 この告示は、令和６年３月１３日から施行する。 



別記 

様式第１号（第４条関係） 

 

栗東市生活道路用地寄附事前協議申請書 

 

  年  月  日 

栗東市長        様 

 

               申 請 者 住 所 

（代表者） 氏 名               ○印  

                     電 話 

       （申請補助者）               

                     電 話   

 

 栗東市生活道路拡幅整備推進補助金要綱第４条第１項の規定により、寄附用地等について協議し

ます。 

 

〔協議対象地〕 

１．所 在 
起点 栗東市             番地先から 

終点 栗東市             番地先まで 

２．市道名 市道         線 

３．現況道路幅員        ｍ 

４．寄附予定地の形状 

（概算） 

長さ     ｍ 、幅   ｍ～   ｍ 、面積    ㎡ 

隅切り（ あり（面積    ㎡） ・ なし ） 

 〔添付書類〕 

（１） 位置図、（２） 公図の写し、（３） 登記全部事項証明書の写し、（４） 図面（計画平面図・横断図

等）、（５） 現況写真、（６） その他市長が必要と認める書類を添付してください。 

 

※市税を滞納している申請者に対しては補助金を交付できません。  

 



様式第２号（第４条関係） 

                                       第   号 

    年  月  日 

  様 

栗東市長         印 

 

栗東市生活道路用地寄附事前協議回答書 

 

 栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付要綱第４条第２項の規定により、生活道路拡幅用地寄附

事前協議申請に対し下記のとおり回答いたします。 

記 

〔協議対象地〕 

１．所 在 
起点 栗東市             番地先から 

終点 栗東市             番地先まで 

２．市道名 市道            線 

３．現況道路幅員   ｍ 

４．寄附予定地の形 

（概算） 

長さ    ｍ、幅   ｍ～   ｍ、面積      ㎡ 

隅切り（あり（面積   ㎡）・なし） 

 

〔協議条件〕 

（注意） 

  （１） 欄にレ点がしてあるのが協議条件となります。 

  （２） 当該補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づく寄附申出を行う際には、この回答書の写

しを提出してください。 

□①道路幅員を  ｍ以上とすること。（道路中心線より２ｍ、対側に水路（内幅１ｍ以上） 

がある場合は、対側から４ｍ以上とすること。） 

□②道路境界を明確にすること。 

□③抵当権等の所有権以外の権利の抹消ができること。 

□④支障工作物の移転・撤去ができること。 

□⑤補助金の交付を受ける場合は市税の滞納がないこと。 

□⑥その他（ ※電柱の移設その他事項                   ） 

（                            ）  



様式第３号（第６条関係） 

寄附申出書 

 

栗東市長          様 

   年  月  日 

 

（土地所有者）住 所                   

氏 名                 ㊞ 

電 話              

 

 

下記のとおり寄附したいので受納されるよう願います。 

 

記 

１．寄附申出財産 

 土 地 の 所 在 地 地  番 地  目 面     積（㎡） 

    

    

    

 

２．寄附申出の理由 

  生活道路拡幅用地の寄附 

 

３．添付書類 

 （１） 地積測量図又は寄附用地境界確定図、（２） 登記全部事項証明書、 

（３） 公図の写し（分筆後のもの）、（４） 工作物移転撤去前後写真、（５） 生活道路用地寄附事前協

議回答書の写し、（６） その他市長が必要と認める書類  



様式第４号（第６条関係） 

 

 

 

登記原因証明情報兼登記承諾書 

 

所       在 地  番 地  目 地積（㎡） 摘    要 

     

     

     

     

     

     

     

 

私が所有する上記の土地を    年  月  日付けで市道        線敷地に要する

用地として寄附し、同日、所有権は栗東市に移転しました。 

つきましては、その所有権移転登記が行われることに異議なく承諾いたします。  

 

   年  月  日 

 

住 所 

 

氏 名                   ㊞ 

 

 

栗東市長           様 



様式第５号（第６条関係） 

 

 

 

 

寄附証書 

 

所       在 地  番 地  目 地積（㎡） 摘    要 

     

     

     

     

 

 

私が所有する上記の土地を    年  月  日付けで市道       線敷地に要する

用地として栗東市へ寄附致しますので寄附証書を差し上げます。  

 

 

   年   月   日 

 

住 所 

 

氏 名                   ㊞ 

 

 

栗東市長              様 



様式第６号（第９条関係） 

                                    年  月  日                             

 

栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付申請書 

 

栗東市長        様 

 

                 申請者 住 所 

                     氏 名                 ㊞ 

 

 生活道路拡幅整備推進補助金の交付を受けたいので、栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付要

綱第９条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。  

 なお、当補助金の交付要件を確認するため、私の市税に係る収納状況を確認されることについて、

承諾します。 

 

記 

交付申請額               円 

          （内訳） 別紙のとおり 

 

事業計画 

寄附財産の表示 

  （１） 所 在   栗東市              番 

  （２） 地 目 

  （３） 地 積 

  （４） 分筆登記年月日      年  月  日 

 

（添付書類） 

  （１） 委任状（申請者が土地所有者の委任を受けた建築等の事業主である場合又は土地所有者が

複数で代表者等が申請される場合に限る。）、（２） 見積書の写し（明細のわかるものに限る。）、 

（３） その他市長が必要と認める書類、（4） 納税証明書  



 

（様式第６号 別紙） 

 

〔道路拡幅用地寄附に伴う補助金として〕 

内訳明細 

費 目 数量等、金額 備 考 

測量費  官民境界確定協議書含む 

筆界確定書作成費   

分筆登記費   

費目計  消費税含む 

 補助金額 

   費目計  ×  補助３／４ 

   ＝                     

＝            円   

 

〔隅切用地寄附に伴う加算として〕 

 補助金額 

 隅切用地面積   ㎡  ×  固定資産税（路線価）    円／㎡ 

   ＝                        

   ＝             円 



様式第７号（第９条関係） 

    年  月  日 

 

委任状 

 

 

                       委任者  住所 

                            氏名            ○印  

 

 

私は、下記の者に栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付要綱に係る補助金の申請、補助金の受

領に関する一切の権限を委任します。 

 

 

                    代理人 住 所 

                        氏 名 

 

 

 

   〔対象地〕 

土地所在・地番 
土  地  所  有  者 

住    所 氏 名  （持分） 

   

 



様式第８号（第９条関係） 

           第  号 

  年  月  日 

 

栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付決定通知書 

 

 

           様 

 

                          栗東市長           印 

  

     年  月  日付で交付申請のあった生活道路拡幅整備推進補助金については、栗東市

生活道路拡幅整備推進補助金交付要綱第９条第２項の規定により下記のとおり通知します。 

 

                   記 

 

１．交付決定額                   円 

    （内訳）   ・拡幅用地寄附に伴う補助金として         円 

           ・隅切り用地寄附に伴う補助金として         円 

 

２．交付決定の内容   生活道路拡幅用地寄附に伴い実施測量等に要する経費の補助 

 

３．交付決定に付した条件 



様式第９号（第９条関係） 

                                    年  月  日 

 

栗東市生活道路拡幅整備推進補助金実績報告書 

 

栗東市長        様 

 

                 申請者 住 所 

                     氏 名               ㊞ 

 

 

     年  月  日付け   第  号で交付の決定の通知のあった生活道路拡幅整備推進

補助金について、栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付要綱第９条第４項の規定により、関係書

類を添えて報告します。 

 

記 

 

 

添付書類 

 （１） 収支決算書（別記様式第９号別紙） 

 （２） 補助対象経費の支払請求書及び領収書等の写し（原本提示） 



（様式第９号別紙） 

 

補助対象経費収支決算書 

（収入） 

費 目 決算額（予定） （円） 説 明 

市補助金  隅切用地寄附に伴う補助金（加算）含まず 

自己負担   

 計            

 

（支出） 

費 目 決算額      （円） 説 明 

測量費  官民境界確定協議書含む 

筆界確定書作成費   

分筆登記費   

その他  補助対象経費外 

 計  消費税含む 

 

 

〔隅切用地寄附に伴う補助金（加算）〕 

  隅切用地寄附実績 面積         ㎡  



様式第１０号（第９条関係） 

年  月  日 

 

 栗東市長         様 

 

請求者 住所 

                    氏名               ○印  

 

 

栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付請求書 

 

 

   年  月  日付け栗   第   号で補助金の交付決定の通知があった生活道路拡幅整

備推進補助金について、下記のとおり交付されるよう、栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付要

綱第９条第６項の規定により請求します。 

 

記 

 

金               円 

 

 （振込先） 

 

金融機関名称・支店  

預金種別  １．普通       ２．当座. 

口座番号  

口座名義 

カナ  

漢字 
 


